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ＢＯＩ事務局告示 

●バイオ・プラスチック工業の振興についての投資奨励委員会事務局の告示・

第ポー６／２５５８号 

 タイ国がバイオ・プラスチック工業の中心になるために、仏暦２５２０年投

資奨励法令の第１１条、第１８条、及び第３０条の内容に基づく権限により、

投資奨励委員会事務局は投資奨励委員会の承認のもとに、仏暦２５５８年５月

２９日に、バイオ･プラスチック及びバイオ･ケミカル工業における投資奨励取

得者は、３年間、または国内に生産者がいるようになるまで、国内販売目的に

輸入し、製造するための原料または必需品について通常の税率の９０％に輸入

関税を引き下げる特典を受ける。このとき１回につき１年許可するが、その原

料または必需品は輸入品と近い品質かつ種類を有するところの、調達使用する

に十分な量、国内で製造または産出されるものであってはならない。 

 

 仏暦２５５８年（西暦２０１５年）６月２５日告示 

  

       （おわり） 


